
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
野洲市商工会（法人番号：５１６０００５００９３７１） 

野洲市（地方公共団体コード：２５２１０７） 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

・地域への裨益目標 

野洲市商工業振興基本計画の実現に向け、野洲市の地域資源や地域小規模事

業者の経営資源の現状を把握し、技術の向上、新たな事業分野の開拓、その

他小規模事業者の経営の発達を目指す。 

・当該支援計画で支援する小規模事業者を想定した目標 

小規模事業者及び地域の課題解決に取り組む上で「経営力再構築伴走支援モ

デル」を踏まえ、体系的・段階的に伴走支援することによって、小規模事業

者自身の経営の自走化を目指す。 

・具体的方針目標 

①付加価値化による地域ブランドの確立の推進 

②起業の定着と成長を通じて地域産業の活性化を目指す創業支援 

③計画的承継と承継後の成長までを一体で支援する事業承継支援  

④生産性向上と経営高度化を目指す、デジタル化推進 

⑤省力化・自動化等での、労働生産性向上による人材不足対応 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

３．地域の経済動向調査に関すること 

①景況感調査(アンケートによる短期的な業況変化の把握)、②産業構造分析

(ＲＥＳＡＳ活用による地域の稼ぐ力の可視化と重点産業の特定)を実施す

る。「支援テーマの優先順位付け」、「重点産業への集中伴走」に資する。 

４．需要動向調査に関すること 

①各種情報媒体による情報収集・整理・分析、②まちゼミ参加者アンケート

調査(ＢtoＣ)と展示商談会バイヤーヒアリング調査(ＢtoＢ)で構成する販路

開拓・商品化需要性調査を実施する。事業計画策定支援への活用及び、地域

ブランドの確立や新たな需要の開拓、新商品開発・付加価値化に役立てる。 

５．経営状況の分析に関すること 

①個別経営分析(財務＋非財務)、②新規事業開発・創業支援・事業承継支援

の重点テーマ別「深掘り分析」(目的別データ収集) を実施する。事業計画策

定など小規模事業者支援への活用及び、情報共有とナレッジ化、研修・スキ

ル強化、データ活用の重点化について商工会内で活用する。 

６．事業計画策定支援に関すること 

「創業セミナー」「ＤＸ推進セミナー」「事業計画策定相談会」「事業承継

個別相談」にて、対話と傾聴を軸に潜在力を引き出し、小規模事業者の競争

力の維持・強化及び、小規模事業者に対し実質的な行動や意識変化を促す。 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した全小規模事業者を対象に、策定した事業計画が着実に実

行されているか定期的かつ継続的にフォローアップを行う。小規模事業者の

経営リテラシーの習得状況を把握し、段階に応じて実装支援する。 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会・商談会等出展や知的財産の保護・活用を行い、地域資源を活かした

商品・サービスの付加価値化と販路拡大を支援。ビジネスモデルの磨き上げ

とＤＸ・知財を組み合わせることで、持続的な需要創出と競争力強化を図る。 
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連絡先 

野洲市商工会 

〒520-2423 滋賀県野洲市西河原 2400 

TEL：077-589-4880、FAX：077-589-5380、E-mail：info@yasu-cci.or.jp 

野洲市 環境経済部地域経済振興課 

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原 2100-1 

TEL：077-587-6008、FAX：077-587-6960、E-mail：keizai@city.yasu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【参考】 

長期的な地域産業の将来像 

 

滋賀県産業振興ビジョン２０３０ 変化への挑戦 

滋賀県基本構想の基本理念である「変わる滋賀 続く幸せ」の実現を図り、経済・社会・環境の

調和による持続可能な滋賀(県民の幸せや豊かさの達成につながること)を目指す。 

目指す姿(ビジョン)の実現に向けた施策の基本的方向 

（１）チャレンジする人・企業が集まる滋賀 

（２）実証実験のフィールド滋賀 

（３）ビジネスで実践する「健康しが」 

（４）世界から選ばれる滋賀 

 

野洲市商工業振興基本計画 

〜活力が生まれ、笑顔あふれる「住んでみたいまち」への実現〜 

物価高騰、労働力不足、デジタル化の進展などの状況に対応し、野洲市商工業振興基本計画の柱

である「呼び込む力」、「つなげる力」、「生み出す力」に資する。 

基本目標と実施施策 〜3 つの力をあわせて活力の創出！〜 

基本目標１「呼び込む力」企業立地・事業者支援の推進 

①企業立地と設備投資の支援 

②企業活動を活性化させる環境整備 

③小規模企業者への経営支援 

④雇用の創出 

基本目標２「つなげる力」地域主体の連携と地元経済の好循環の創出 

①地域の連携と伴走支援 

②地域課題の解決 

③販路の維持と新たな市場開拓 

基本目標３「生み出す力」地域ブランド育成・創出と強化 

①地域資源の磨き上げと活用 

②新分野・新事業の支援 

③野洲の魅力発信 

 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

 

①人口減少における生活関連サービスの維持 

野洲市では人口減少と高齢化が進む中、昼夜間人口比率は１０３.０（令和２年国勢調査）と就

業地としての役割が高く、昼夜間人口比率が増加傾向にある。 

就業者が市内に居住し続けられる住宅や生活環境の整備が十分とはいえず、生産年齢人口の増

加に十分に結び付いていない。 

一方で、地域の商店の数は、平成１４年をピークに減少傾向にある。地域の暮らしを支えてきた、

食料品店、衣料品店、医薬品店等の生活関連サービス業の取り巻く状況は、事業主の高齢化、売

上減少による事業存続危機や後継者不足等により店舗の減少・廃業といった負の循環に陥って

いる。新たなまちの賑わいを創出し、市民の憩いの場、市民の交流の場となる商業空間の形成が

不可欠な状況となっている。 
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【野洲市の昼夜間人口比率】出典：野洲市商工業振興基本計画（令和２年国勢調査） 
 

 

 

 

 

 

【野洲市の商店数・従業者数の推移】出典：野洲市商工業振興基本計画（商業統計調査、経済センサス） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②創業を通じた事業の新たな担い手の確保 

野洲市では、人口減少と高齢化により事業の担い手不足が深刻化している。既存事業の廃業が増

加する中、新規創業者の確保が地域経済維持の鍵となっている。 

 

③経営者の高齢化による事業承継ニーズの増加 

野洲市の小規模事業者は経営者の高齢化が進み、後継者不在による廃業リスクが高まっている。

事業承継支援の需要は年々増加しており、後継者となる人材の確保が必要である。 

【野洲市の人口推移】出典：ＲＥＳＡＳ（総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所） 
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④最低賃金の引上げや物価高等への対応力強化 

最低賃金の引上げや原材料費の高騰により、野洲市の事業者は収益圧迫に直面している。価格転

嫁や生産性向上の取り組みが急務である。 

 

⑤人材不足への対応のための省力化・生産性向上 

野洲市では、雇用ＤＩが改善したものの、製造業と飲食業では依然厳しい状況にあり、人材不足

が常態化している。省力化やデジタル化による生産性向上が不可欠である。 

【市内小規模事業者６０社（全業種）の業況推移】出典：野洲市商工会「令和６年度経済動向調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥市場環境の変化(ＳＮＳでの広報、キャッシュレス決済、ＡＩ技術の普及等) 

市場環境は急速に変化しており、ＳＮＳを活用した情報発信やキャッシュレス決済、ＡＩ技術の

普及が進んでいる。しかし、野洲市の小規模事業者は対応が遅れており、デジタル活用力の強化

が喫緊の課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①：地域ブランド化の推進 

１０年後における地域のあるべき姿：交通アクセスの良さにより、①旬や朝採りの新鮮な野菜・

果物を大阪・京都などの大量消費地に即時流通できる、②物流・調達・加工コストを廉価にで

きる。さらに③域内外の地場産品と組み合わせ編集し価値を増幅することができる。地域ブラ

ンド化を推進することで、域外市場への安定販路を確保する姿である。域外から外貨獲得の拡

大を実現する。 

理由：人口減少で域内需要が縮小する中、競争優位性を高め、外需を獲得するためには「地域

内外の農作物・地場産品」×「地域の先端テクノロジー」を「つなげる力」で活かした「野

洲・上等・品質（仮）」を物語化し差別化を図ることが重要である。 

 

②：起業・創業支援 

１０年後における地域のあるべき姿：野洲市において起業が盛んであり、創業後もフォローアッ

プ支援により、年間創業数が１０件、５年後生存率が７０％を維持する姿である。創業支援機

関、資金・人材・知財・販路の支援が連携し、地域課題解決型ビジネスが持続的に生まれる。 

理由：地域の小規模事業者の質・量ともに維持・拡大するためには、創業と事業承継の両輪の

支援が不可欠である。人口減少と高齢化で事業の担い手が不足する中、新陳代謝と産業の多

様化を促し、地域の稼ぐ力を再構築する必要がある。単発支援ではなく、計画・資金・実行・

検証の伴走支援体制を整え、失敗コストを下げて生存率を高めることが重要である。 

 

③：事業承継支援 
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１０年後における地域のあるべき姿：後継者候補育成と第三者承継の市場が整備され、要支援企

業の９０％が計画的に承継を完了する姿である。承継後の磨き上げ支援により、売上・利益の

Ｖ字回復や新たな事業の創出及び、雇用維持を実現する。 

理由：廃業抑制は地域供給網と雇用の防波堤である。早期の事業承継計画、Ｍ＆Ａ仲介・金融・

専門家との連携の仕組み化が不可欠であり、承継後の経営改善まで切れ目なく支援する必要

がある。  

 

④：デジタル化推進 

１０年後における地域のあるべき姿：ＥＣ・予約・決済・会計・在庫が連携し、受注から出荷・

会計までのリードタイムが３０％短縮する姿である。データに基づく価格・販促最適化で収益

性を継続的に改善する。 

理由：個別最適のツール導入では効果が限定的である。基幹と顧客接点の統合によりデータ駆

動の意思決定を可能にし、少人数運営下でも売上拡大とコスト削減を同時に達成するためで

ある。  

 

⑤：人材不足対応(省力化・自動化) 

１０年後における地域のあるべき姿：自動化設備と業務標準化により、労働生産性が３０％向上

し、繁忙・閑散の変動にも小人数で安定稼働する姿である。多能工化とシフト最適化で離職率

を低下させる。 

理由：採用難が常態化する中、投入人員の削減と変動吸収力の強化が必須である。プロセス可

視化と自動化の併用で品質・納期・コストを同時に改善し、賃上げ原資を生むためである。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

①：地域ブランド化の推進 

支援計画の認定期間(５年間)目標： 

ＫＧＩ：地域ブランド「野洲・上等・品質（仮）」売上を 1,０００万円（＠５０万円×２０社）、

平均粗利率を５０％へ。 

ＫＰＩ：展示会・商談会・催事出展４回、ＥＣ出店２件、ＳＫＵ１０件、商標・意匠・認証規

格取得１件。  

設定した理由： 

売上・粗利のＫＧＩは外需獲得と価格主導の実現度を測るためである。ＫＰＩはブランド要

素(対象商品拡大・ブランドストーリー・販売チャネル・知的財産・信頼認証)を段階的に積

み上げ、成果に因果接続するプロセス管理を可能にするためである。  

 

②：起業・創業支援 

支援計画の認定期間(５年間)目標： 

ＫＧＩ：年間創業件数１０件、創業５年生存率７０％、創業後３年の平均売上２,０００万円

／社。 

ＫＰＩ：創業計画策定１０人、創業融資・補助金採択１０件、初年度ＥＣ・キャッシュレス

導入率６０％、創業後のフォローアップ１０人 

設定した理由: 

ＫＧＩは創業の質と量（継続・売上）を示す成果指標である。短期支援ではなく、ビジネ

スモデルと実効性を高めるために、ＫＰＩは「計画（Ｐ）→資金・事業展開（Ｄ）→伴走

（Ｃ）→デジタル基盤・自走（Ａ）」の創業プロセスを定量化し、ボトルネックを改善する

ためである。初期のＥＣ・キャッシュレス導入は売上機会の拡大と資金繰り改善に直結す

る。 
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③：事業承継支援 

支援計画の認定期間(５年間)目標： 

ＫＧＩ：承継完了１０件、承継後２年で売上２０％増、雇用維持率１００％。  

ＫＰＩ：承継診断実施５社、事業承継計画策定３社、承継後のフォローアップ３社。 

設定した理由： 

完了件数と事後業績は実効性の最終指標である。事業承継診断→事業承継計画策定→後継

者育成のＫＰＩは承継プロセスのプロジェクト工程を可視化し、停滞段階の特定と資源集

中を可能にするためである。 

 

④：デジタル化推進 

支援計画の認定期間(５年間)目標： 

ＫＧＩ：オンライン売上比率１０％、平均営業利益率３％増加、受注〜出荷時間１０％短縮。 

ＫＰＩ：ＥＣ開設２社、キャッシュレス導入比率７０％、業務・生産改善数１件。 

設定した理由： 

売上構成・利益・リードタイムはデジタル投資の費用対効果を示す。ＤＸ導入数や工程改

善数はボトルネック解消に直結する運用ＫＰＩであり、投資の成果を段階的に測定できる

ためである。 

 

⑤：人材不足対応(省力化・自動化) 

支援計画の認定期間(５年間)目標： 

ＫＧＩ：労働生産性１０％向上、離職率５％改善、残業時間２０％削減。 

ＫＰＩ：省力化設備導入２件、作業標準化支援２件、減価償却費５％増、ＡＩ導入２社。  

設定した理由： 

生産性・離職・残業は人手不足克服の最も重要なポイントである。省力化導入・作業標準

化・設備投資の可視化のＫＰＩは現場改善に直接つながるものであり、成果への因果を明

確にできるためである。  

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施機関、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

①：地域ブランド化の推進 

達成方針１：野洲らしさを醸成する地域ブランドの創出 

野洲市ならではの“強み・らしさ（地域特性・経営資源）”である「地域内外の農作物・地場

産品×地域の先端テクノロジー」を“つなげる”地域ブランドを創り上げ、ブランドコンセプ

トに賛同する事業者を集める。商標・意匠・認証規格取得を１件支援する。 

設定した理由：ブランドの品質と表示の一貫性は信頼を形成し、価格訴求から価値訴求へ転換

できるためである。野洲ならではのブランドコンセプトを示すことで、顧客をはじめ、産官

学金など多様な関係機関との価値共有や連携が可能となる。さらに、知財で模倣を抑止しブ
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ランド希少性を守る。 

 

達成方針２：販路の多層化(ＥＣ×リアル) 

ＥＣサイトとリアルサイト（展示会・商談会・催事）へ出店し、ふるさと納税返礼品登録を拡

充する。ＢtoＢ（卸・小売店）を対象とした展示会・商談会とＢtoＣを対象とした催事等に年

４回出店する。 

設定した理由：単一販路依存は需要変動に脆弱であるためである。ＥＣは全国到達、卸・小売

店は安定出荷、展示即売会は認知拡大に有効で三位一体で売上平準化が図れる。販路の分散

はリスク低減と顧客獲得効率の向上に直結する。 

 

達成方針３：野洲ブランドの打ち出し・プロモーション 

野洲市の立地・技術・農作物を編集する、野洲ならではの地域ブランド「野洲・上等・品質（仮）」

を軸（プロローグ）に、ブランドコンセプトに賛同する各事業者のプロモーション動画やパン

フレットを作成し、展示会・催事、ＥＣ・商工会サイトなど多様なＯtoＯ媒体で発信する。 

設定した理由：ブランドコンセプトが未確立な野洲市においては、地域ブランドを構築するこ

とである。地域ブランドは付加価値を可視化し、事業者の経営発展につながる。また継続的

な発信によりブランド価値を高めブランド浸透が図れる。  

 

②：起業・創業支援 

達成方針１：ゼロ→イチ起業の伴走設計（計画・検証の高速化） 

創業セミナーを年間１回・５週連続開催し、資金計画（資金調達・初期投資費用）、収支計画

（採算管理）、運転資金計画までワンストップ支援。創業計画策定後の支援については、実地

ヒアリングによる顧客課題検証（事業計画及びビジネスモデルの実行）を支援し、安定操業に

つなげる。 

設定した理由：手持ちの手段（強み・関係資産）を活用し、初期段階で実践型の仮説検証を回

すことで、失敗コストを下げ、実効確度を高めることが出来る。事業計画と現場検証を連動さ

せる伴走により、顧客獲得時間を短縮し、資金調達・補助金採択や早期スタートアップの可能

性を高める。 

 

達成方針２：資金・人材・拠点の三位一体整備 

日本政策金融公庫などの金融機関の協力による「創業資金相談窓口」にて、資金計画策定・事

前審査を伴走支援する。開業手続きなどのバックオフィス（会計・労務等）の共有サービスを

行う。 

設定した理由：創業当初は経営資源に乏しく、ビジネスモデルも試行錯誤の状況にある。創業

者の最大課題は資金・人材・場所の不足である。金融機関との協力関係により、立ち上がり

の固定費を低減することで生存率が向上する。専門支援の集約により審査通過率を高め、時

間短縮と質の担保に寄与する。 

 

達成方針３：ビジネスモデル（販路・顧客の獲得）とデジタル基盤（初期売上の確保）の整備 

ビジネスモデルの実効性を高めるために、特にＢtoＣ事業においては、ＥＣサイト・キャッシ

ュレス・ＳＮＳ運用を早期導入し、ふるさと納税登録も検討する。見込客管理（ＣＲＭ）とリ

ピート施策を運用する。 

設定した理由：初期売上が立たないと資金繰りが悪化し、撤退リスクが高まるため、デジタル

販路の即時整備にて商圏拡張と商圏内浸透させ、少人数でも販売を継続できる体制を構築。

ビジネスモデルを磨き上げ、利益を生む視点と即座に計画・実行できる力をつけ、創業の成

功確率を高める。 

 

③：事業承継支援 
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達成方針１：早期診断と事業承継計画策定 

事業承継に課題を持つ経営者に承継診断を実施し（事業承継診断シート）、資産・知財・人材

の棚卸しを行う。滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携により、家族・幹部などの意

思調整会議を支援する。場合により課題別に税務・法務・経営の専門家を配置する。 

設定した理由：可視化がなければ承継は滞るためである。事業承継計画策定により関係者の期

待が整合し、金融支援も得やすくなる。早期着手は選択肢を広げ、税務リスク低減や価値向

上につながるため効果が高い。 

 

達成方針２：第三者承継のマッチング体制 

「野洲市商工会×滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター×日本政策金融公庫」の連携により、

買い手候補リストを整備する。見学会・面談会を随時開催し、日本政策金融公庫の「マッチン

グデータベース」で公開する。 

設定した理由：親族承継だけでは母集団が不足するためである。公的・民間ネットワークの統

合で成約率が上がる。標準化されたプロセスは時間短縮・コスト削減をもたらし、小規模で

も成立を後押しできる。 

 

達成方針３：承継後２年の伴走支援 

事業承継後２年間、売上・粗利・雇用を年間４回モニタリングし、売上・利益の維持・拡大や

新規事業の創出、雇用維持、後継者育成など円滑な事業承継が推進できるよう伴走支援する。

事業承継補助金の申請支援を行い、管理会計の導入を支援する。離職防止の人事施策を整理す

る。 

設定した理由：承継はゴールでなくスタートである。初期の試行錯誤期に伴走することで赤字

転落や離脱を防げる。数値管理により早期の軌道修正が可能になり、売上成長へ接続し地域

雇用維持にも貢献する。 

 

④：デジタル化推進 

達成方針１：基幹業務の統合と自動化 

会計ソフトと労務など各種アプリとの連携（ＡＰＩ）、伝票処理の自動化（ＲＰＡ）などによ

り、調達・生産・出荷リードタイムと在庫回転を可視化する（ダッシュボード活用）。 

設定した理由：分断されたシステムは二重入力と誤差を生むためである。統合によりリードタ

イム短縮・在庫最適化が可能となり、利益率改善に直結する。可視化は現場の自律改善を促

し、持続的な効果をもたらす。 

 

達成方針２：人材育成と運用体制の確立 

社内デジタル担当を育成し、運用手順書と権限設計を整える。定期的なＫＰＩレビュー会を定

着させ、外部パートナーの活用範囲を明確化する。ナレッジ化をし、組織全体のＩＴリテラシ

ーを底上げする。 

設定した理由：ツール導入のみでは成果は出ないためである。人とルールが整うことでＰＤＣ

Ａが回り、継続運用が可能となる。内製化は外部依存コストを低減し、変化に迅速に対応で

きる組織力の向上に資する。 

 

⑤：人材不足対応(省力化・自動化) 

達成方針１：ＩＥ手法による現場標準化 

工程分析や動線分析、タイムスタディ（時間観測）などを実施し、５Ｓの徹底を図る。省力化

設備を導入するとともに、作業標準化２件を推進し、業務・生産工程の見える化により、業務・

生産改善する。 

設定した理由：自動化前にムダを除去することが投資効率を最大化するためである。標準化は

教育負荷を下げ、属人化ストレスを減らす。短期間で効果が出やすく、次の自動化投資の基
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盤を作れる。 

 

達成方針２：自動化・デジタル化及び柔軟な就労や外部資源の活用 

省力化設備導入やデジタル化を推進するとともに、短時間雇用・シフトの柔軟化を推進する。

滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点（プロ人材・副業人材）などを活用し、多様な雇用形

態の人材を確保する。例えば、遠隔受注・バックオフィスは外部委託し、繁忙差を平準化する。 

多能工化研修を実施し、1 人の従業員が複数の業務に対応できるスキルを身につけることで、

業務効率化と生産性向上を図る。 

設定した理由：フルタイム前提では母集団が限られるためである。柔軟な就労で潜在人材を取

り込み、非中核業務の外部化で負荷を軽減する。多能工化は稼働安定を支え、離職率の改善

にも効果がある。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  
 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・ＲＥＳＡＳ等のデータ分析により経済動向の体系的な調査を継続的に実施している。しかし各

データ連携や年次速報の仕組みは十分とはいえない。 

・景況感や需要動向は、個別相談及び５業種横断で比較可能な指標(業況ＤＩ、売上状況、採算

状況、雇用状況、資金繰り状況)を把握している。しかし年次速報の仕組みは十分とはいえな

い。 

・消費・観光・人流等の需要側データは点在し、小規模事業者の新規事業・販促・創業・承継支

援に直結する形での可視化・共有が不足。  

 課題： 

・目的別(新規事業開発／販促戦略／起業・創業支援／事業承継支援)に必要なデータ定義による

収集・分析。 

・ＲＥＳＡＳや統計と独自調査の統合分析及び、年次の定期公表の充実により、事業者・関係機

関への還元。  

・調査→活用(個社伴走・補助金活用・販路開拓)への接続プロセスを敷設し、政策資源の重点配

分への反映。 

 

（２）目標 

 
公表 

方法 
現行 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 

①景況感調査(年次

アンケート) 

ＨＰ 

掲載 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

②産業構造分析(Ｒ

ＥＳＡＳ活用) 

ＨＰ 

掲載 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

①景況感調査(年次アンケート) 

調査対象：製造業、建設業、卸売・小売業、飲食業、サービス業(各業種１０〜１５社・合計６

０社)  

調査項目：業況・売上・採算性・雇用・資金繰りの現況（前年対比及び経年推移分析） 

手法：経営指導員等が上記調査項目について情報収集、専門家支援により経済動向分析を実施 

目的：短期的な業況変化を把握し、資金繰り・価格転嫁・人材確保など支援策を迅速に設計する。 
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②産業構造分析(ＲＥＳＡＳ活用) 

調査対象：地域全体の産業別構成、企業間取引、付加価値額  

手法：ＲＥＳＡＳの「産業構造」「地域経済循環」「企業間取引」機能を活用  

・特化係数・付加価値額・取引流入額を抽出し、業種別比較表をＥｘｃｅｌ等で作成 

・近隣市町とのべンチマーク比較を実施  

目的：地域の稼ぐ力を可視化し、重点産業を特定。補助金申請・販路開拓・人材育成・ＤＸ推進

などについて集中的に支援する。  

 

（４）調査結果の活用 

①支援テーマの優先順位付け 

景況調査結果を基に、売上・価格転嫁・資金繰り・人材確保等の重点支援を決定し、専門家派遣

や補助金申請支援に反映。 

手法： 

・景況感調査のＤＩを業種別に集計し、悪化項目(業況・売上・採算性・雇用・資金繰り)を

抽出 

・「課題別優先度マトリクス」をＥｘｃｅｌ等で作成  

・専門家派遣・補助金申請支援の対象企業を選定 

②重点産業への集中伴走 

ＲＥＳＡＳ分析で抽出した産業に対し、販路開拓・ＤＸ（省力化・自動化）・人材育成を一体で

支援。企業間ネットワークを活用し広域連携を促進。 

手法： 

・ＲＥＳＡＳ分析で付加価値額・取引流入額の高い業種を抽出  

・該当業種の企業リストを作成し、販路開拓・ＤＸ・人材育成の支援計画を策定  

 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・地域の経済動向調査は、これまで国提供のビッグデータを活用した分析に限定され、小規模事 

業者の商品・サービスに対する市場ニーズや消費動向の把握は十分でなかった。 

・観光や地域ブランドに関する認知度・購買行動の定量データが不足し、マーケットイン型の商 

品開発や販路戦略に十分活かせていない。  

 課題： 

・ビッグデータ分析及び、顧客の意見や市場環境を反映した具体的な需要動向の把握。 

・地域の需要動向や業界情報、全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレンドなど、小規模事業

者の商品・サービス開発に活用できる情報の提供。  

・ヒアリングやアンケートを含む市場調査を組み合わせ、事業計画策定に寄与する分析。 

 

（２）目標 

 現行 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

①各種情報媒体による

情報収集・整理・分析 
２０社 ３５社 ３５社 ３５社 ３５社 ３５社 

②販路開拓・商品化需

要性調査対象事業者数 
― １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

 

（３）事業内容 
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①各種情報媒体による情報収集・整理・分析（事業計画策定支援への活用） 

全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレンド、業界情報、商圏分析などの情報を提供する。「ど

のような情報が」「いつ活用できるか」想定できない場合もあるので、経営指導員等は、情報収

集の際はあまり絞り込まず収集し、項目別・内容別に整理しておき、事業計画策定・実施支援の

際に、有効と思われる情報を提供していく。  

【調査資料】 

資料名 内容 調査目的 

滋賀県産業支援プラザ等

が提供する商圏マップ 

(商圏分析システム)  

・消費需要見込み  

・競合店の立地 

・人口分布等 

・消費者の消費行動  

・提供するサービスのヒント 

 

日本経済新聞 

業界紙  

・流行商品、新技術 

・新商品 

・消費者のトレンド 

・品揃え活用 

・提供するサービスのヒント 

・消費者意識 

 

分析結果の活用： 

経営指導員等は、事業計画策定支援の際に外部環境の資料として活用する。また、事業計画策

定後の実施支援の際に参考情報として提供し、需要動向を意識した品揃えやサービスの提供を

促していく。 

 

②販路開拓・商品化需要性調査 

地域資源を活かした食品等を製造する事業者に対して需要動向レポートを提供するために、以

下のアンケート調査を実施する。調査結果を分析した上で当該１５者にフィードバックするこ

とで、新商品開発や改良、事業化に資する。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

 

１）商業・サービス業の「まちゼミ」参加者に対するアンケート調査(ＢtoＣ向け)  

「まちゼミ」(各商店が保有する専門的な知識や特性を活かし、商店主等が講師となり一般消

費者向けの少人数制のゼミナール)の機会を利用し、地域の参加消費者へのアンケート調査を

行う。  

調査手法： 

（情報収集）まちゼミにおいて、来場した消費者に対して商品・サービスの認知・訴求及び

テストマーケティングを行う際に、出展する事業者と経営指導員等が「まちゼ

ミ」の内容に合わせた調査項目を検討し開催当日参加された顧客に対し、経営

指導員等職員及び参加店舗がアンケートを実施する。 

（情報分析）調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、まちゼミ主幹商工会・商

工会議所及び経営指導員等が分析を行う。 

サンプル：参加消費者７００名  

調査項目：参加消費者の属性、買い物における店選びに際し重要視する要素、どのような商品・

サービスを求めているかなど(例：外出しやすい時間帯、興味のあるテーマ・ジャンル、近

所に不足しているお店の種類等)。  

分析結果の活用：分析結果を出店企業へフィードバックする。また、当会職員の巡回指導、 窓

口相談時に企業へ提示し、事業計画策定の一助とする。参 加消費者が求めていることを伝

えることにより、それに即した商 品・サービスの開発等に役立てることができる。 

  

２）展示商談会でのバイヤー向けヒアリング調査(ＢtoＢ向け)  

地域資源を活かした食品等を製造する事業者に対して、販路開拓に資する需要動向レポートを

提供するために、以下のヒアリング調査を実施する。 

調査手法： 

（情報収集）展示会において、来場したバイヤーに対して商談を行う際に、出展する事業者
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と経営指導員等が展示会等の内容に合わせた調査項目を検討し商談シートを

作成、商談時に調査項目に基づきヒアリングを実施する。 

（情報分析）調査結果は、各支援機関等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等が分析を

行う。 

サンプル数：展示商談会への来場者（バイヤー）１００人 

調査項目： 

①商品評価ヒアリング調査：機能や商品価値、取引条件（価格・納期・ロット・配送条件等）、

デザイン、他社製品との比較、商品の満足度、要望等 

②試食ヒアリング調査：①味、②食感、③風味、④色、⑤サイズ、⑥価格、⑦見た目、⑧パ

ッケージ等 

分析結果の活用：経営指導員等は、事業者が商談で作成した商談シートを集計・分析し、簡潔

なレポートにまとめ、事業者にフィードバックし、更なる改良提案を行う。 

 

（４）調査結果の活用 

①事業計画策定への活用 

・事業計画策定に際し、事業者が位置する業界・市場などの外部環境分析等に役立てるため提案・

提供する。 

・計画策定後の実施支援に際し、事業推進や事業展開、新たな経営課題解決に供する参考資料と

して提供する。 

②販路開拓、商品・サービス改良の実証 

消費動向調査結果を基に、展示会・商談会・催事で商品改良を検証。売上・客数・粗利の変化を

定量評価し、次年度支援計画に反映する。 

・消費動向調査結果を基に、商品改良案を提示 

・成果を次年度支援計画に反映 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

現状： 

・経営分析は限定的で、財務指標(利益率等)の把握に偏り、非財務面(強み・弱み、機会・脅威、

顧客価値、競争優位仮説など)の体系的整理が不足。 

・ローカルベンチマーク、経営デザインシート、経営計画ツール等の活用は一部にとどまり、面

談・ヒアリングの標準化が未整備。  

・セミナー等の参加機会は散発的で、分析後のアクションプラン・フォローアップが弱い。  

課題： 

・「財務＋非財務」の二層分析を標準化し、課題抽出から具体的施策までの一気通貫の設計。  

・新規事業開発、販促戦略、起業・創業、事業承継など目的別に必要なデータが異なるため、テ

ーマ別の指標・ヒアリング項目を定義・運用する体制の整備が必要。 

・参加の裾野拡大(募集導線)と、分析対象事業者の計画的な確保。 

・生活関連事業の強み・弱み（人・ＩＴ）と外部環境（人口・競合・消費動向）の統合分析が必

要。 

 

（２）目標 

 現行 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

①個別経営分析(財務

＋非財務) 
３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 
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②重点テーマ別「深掘

り分析」 (目的別に必

要 データを収集)  

― １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 

（３）事業内容 

①個別経営分析(財務＋非財務)  

目的：意思決定に直結する財務指標と、競争優位・顧客価値・外部機会を統合分析し、施策優先

順位を明確化。経営計画を実行可能な行動計画へ落とし込む。  

対象者：巡回訪問や窓口相談による掘り起こし並びにセミナー参加者の中から、経営に意欲的で

販路拡大の可能性の高い事業者（３０社）を選定する。 

分析項目：  

・財務分析（直近２期）：収益性（売上総利益率・営業利益率等）、生産性（労働生産性等）、

安全性（自己資本比率・流動比率等）、成長性（売上高増加率等）  

・非財務分析（ＳＷＯＴ等）：【内部環境】商品・サービス／仕入・取引先／人材・組織／技

術・ノウハウ（知財）／デジタル・ＩＴ／経営計画運用、【外部環境】商圏人口・人流／競

合／業界動向／法制度・補助制度／チャネル構造／顧客インサイト 

・市場・顧客視点：４Ｐ／４Ｃ、購買理由・離脱理由、価格許容度、チャネル別成約率 

分析手法：経済産業省の「ローカルベンチチマーク」、中小機構の「経営自己診断システ

ム」、日本政策金融公庫「財務診断サービス」等を活用。経営指導員等が、面談ヒアリン

グ、資料分析（ＰＬ／ＢＳ／拠点・事業・顧客別収益）、必要に応じアンケート実施。 

成果物：財務分析シート、事業計画素案（非財務分析） 

 

②重点テーマ別「深掘り分析」(目的別に必要データを収集)  

目的：目的により必要データが異なる点を踏まえ、テーマ別に指標・ヒアリング項目を設計。 

新規事業・販促・創業・承継の成果に直結する分析を実施する。  

テーマ別の主なデータ： 

・新規事業開発（持続化補助金・融資申請時等）：顧客課題仮説、価格許容度、試作品評価、

経営資源・ケイパビリティ、投資回収シナリオ 

・起業・創業支援（創業セミナー等）：経営資源（有形・無形）、初期投資費用・運転資金計画・

調達計画、ビジネスモデル、収支計画（販売・利益計画）、事業計画（ビジネスプラン） 

・事業承継支援（事業承継相談等）：承継方針（親族内・従業員・第三者・廃業）、経営者・後

継者の意向、承継資産（有形・無形）・株価、組織・ガバナンス、承継税制・金融支援、

ビジネスモデルの再設計 

成果物：「深掘り分析」の実施内容を「経営支援事例報告書」にて報告し、組織間で共有する。 

 

（４）分析結果の活用 

①小規模事業者支援への活用 

・事業計画策定への接続  

経営状況の分析結果(財務指標・ＳＷＯＴ・顧客構造・業務プロセス)を基に、小規模事業者ご

とに短期・中期・長期の改善策を明確化し、事業計画に落とし込む。 

短期(資金繰り)：資金繰り表の作成、支払・回収サイトの見直し、在庫圧縮、金融機関との

調整支援。 

中期(販路)：強みを活かした販路開拓(ＥＣ導入、ＳＮＳ広告、展示会出展)、顧客リピート

率改善施策。  

長期(設備投資)：省人化・省エネ設備の投資計画策定、投資回収期間の試算、補助金・金融

支援の活用。 

・ＫＰＩ設定と伴走支援  

売上高（客単価×客数）、粗利率、適正在庫管理指標、新規顧客獲得数、リピート数など、事業
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者ごとにＫＰＩを設定し、事業計画策定後の実施支援時に進捗確認。改善が遅れる場合は是正

策を提示しＰⅮＣＡサイクルを回す。 

 

②内部での活用(商工会内) 

・情報共有とナレッジ化 

「滋賀県商工会連合会基幹システム」にて、分析結果を統一フォーマットで記録し、経営指導

員等で共有。成功事例や支援対策事例を情報バンク化し、支援の質を平準化する。  

・研修・スキル強化  

分析手法（財務・ＳＷＯＴ・ＫＰＩ設定）やフォローアップの事例を内部研修で共有し、経営

指導員等のスキル向上を図る。  

・データ活用による重点化 

分析結果を集計し、地域全体の課題(資金繰り状況、デジタル販路整備状況など)を把握。支援

事業者ごとに重点支援分野をきめ細かに吟味し、次年度支援計画に反映する。 

 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・これまで事業計画策定支援は経営状況の分析を実施し、希望した小規模事業者に対して分析結

果に基づき、顧客ニーズや地域経済動向調査、商品・サービスの需要動向を踏まえ、事業計画

の策定を支援した。 

・経営に意欲的な事業者に対し、経営分析を実施し、創業・事業承継・新事業展開に関する事業

計画策定支援を行なっている。しかしながら、経営指導員等により支援内容にバラツキがあり、

体系的な支援体制は未整備である。 

 課題： 

・事業計画策定の意義や重要性、支援の利用価値の小規模事業者への浸透をさせる。創業や事業

承継、新事業展開に関する計画策定支援を体系化するとともに、告知・認知方法や支援手法の

見直しにより、小規模事業者の内発的動機付けを促し、主体的に取り組む環境の整備が必要で

ある。 

・計画策定支援体制において、複数の経営指導員等が協同して事業計画をブラッシュアップする

など、体系的に取り組む仕組みの整備が必要である。  

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変

化を促せる訳ではないため、これまで、持続化補助金の申請などを契機として事業計画の策定を

目指す小規模事業者の中から、実現可能性の高いものを選定し、事業計画の策定につなげてき

た。 

今後さらに、①「事業計画策定相談会」を新たに設けるとともに、②複数の経営指導員等が協

同してデザインレビューすることで事業計画をブラッシュアップする、③場合により専門家を

活用するなど、体系的に取り組む仕組みづくりを行うことにより、「５.個別経営分析(財務＋非

財務)」で経営分析を行った小規模事業者（３０社）の８割程度の事業計画策定を目指す。  

また、生産性向上や販売促進につながる「ＤＸ推進セミナー」を行うなど、小規模事業者の競

争力の維持・強化を目指す。 

事業計画策定支援は、単なる知識提供ではなく、小規模事業者の行動変容を促すことが重要で

ある。そのため、以下のような支援方針を作成し、体系的に支援を行っていく。 

・経営分析を実施した小規模事業者のうち、年間８割程度が事業計画を策定することを目指す。 

・持続化補助金申請や事業計画策定相談会を契機とした小規模事業者に対し、実現可能性の高い
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事業計画策定を支援する。 

・起業・創業、事業承継、新事業展開に関する計画策定支援を体系化し、段階的に支援する。 

・ワークショップ型セミナーや個別相談を通じて、小規模事業者が自らの強み・弱みを認識し、

課題に向き合う姿勢を育成する。  

・経営指導員等が、「経営力再構築伴走支援モデル」に記載の対話と傾聴を重視し、課題設定と

潜在力を引き出すことで、小規模事業者自らの最適な意思決定を促す伴走型支援を実施する。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 

令和 

１１年

度 

令和 

１２年度 

①ＤＸ推進セミナー ― １回 １回 １回 １回 １回 

②事業計画策定相談会 ― １回 １回 １回 １回 １回 

③創業セミナー １回 １回 １回 １回 １回 １回 

④事業承継個別相談 ― ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

事業計画策定事業者数  ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 

創業計画策定事業者数 ３社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 

（４）事業内容 

①ＤＸ推進セミナーの開催 

目的：ＤＸに対する理解不足という課題を解決し、業務効率化と販路拡大を図ることで、新事業

展開の基盤を整備する。ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得し、実際にＤＸに向けたＩ

Ｔツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進していく。  

具体的手法： 

・支援対象：人材不足やデジタル化課題を持つ小規模事業者 

・参加者数：２０人以上 

・セミナー内容：ＤＸ総論、クラウドサービス、ＡＩ活用事例、ＳＮＳ活用、 

ＭＥＯ対策（Ｇｏｏｇｌｅマップ上位表示）、ＥＣサイト開設・出店など 

・実施方法（募集方法・回数・カリキュラム）：公募型、年間１回（２時間程度）開催 

・講師：ＩＴ専門家（中小企業診断士など） 

・成果指標：参加者数、ＩＴツール導入意向件数（アンケート調査）など 

 

②事業計画策定相談会の開催 

目的：事業計画策定の重要性を理解し、創業・事業承継・新事業展開に向けた持続的な経営改善

を図るための支援体制を構築する。 

具体的手法： 

・支援対象：各種補助金申請支援や経営分析を実施した小規模事業者、創業セミナー受講生の

中で、①より実効性の高い事業計画を策定したい、②成果に結びつく確実性の

高い実行をしたいとの課題認識から、支援やアドバイスを求める意欲的な小規

模事業者 

・参加者数：５社以上 

・相談内容：対話と傾聴による経営課題の抽出設定と小規模事業者の潜在力の引き出し 

・実施方法（募集方法・開催）：公募・巡回訪問時案内、年間１回・少人数制、１時間／１社 

・支援体制：担当制による経営指導員等の伴走支援、外部専門家（中小企業診断士）の活用 

・成果指標：参加者数、事業計画策定件数、計画実行率など 

 

③創業セミナーの開催 

目的：創業希望者や創業者に対し、事業構想の具体化と事業計画策定を支援し、地域内での持続
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可能な事業継続を促進する。 

具体的手法：  

・支援対象：創業希望・準備者、創業者（創業５年以内） 

・参加者数：１０人以上 

・セミナー内容： 

創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」知識をベースに、創業マイン

ド醸成、事業構想の整理（創業準備・起業場所・立地、強み・関係資産の棚卸）、

ビジネスモデル、資金計画（資金調達・初期投資費用）、収支計画（採算管理）、

運転資金計画（運転資金・資金繰り）の策定までをワンストップ支援 

・実施方法（募集方法・回数・カリキュラム）： 

公募型、年間１回・５週連続開催、ビジネスプランの作成・発表、金融機関との 

連携 

・講師：専門家（中小企業診断士） 

・成果指標：参加者数、創業件数、事業計画（ビジネスプラン）策定件数、資金調達成功件数 

策定後の支援：実地ヒアリングによる実践型の仮説検証（ビジネスモデルの実行）支援 

 

 ④事業承継個別相談 

目的：小規模事業者の事業承継（親族内・従業員・第三者）は、後継者不在・経営が芳しくない・

継がせたくないなどの理由から先延ばしになっているケースが多い。巡回訪問や窓口相談に

より、事業承継の潜在的ニーズを探り出し、適切な事業承継を促進する。 

具体的手法：  

・支援対象：承継診断を実施した（事業承継診断シート）経営者 

・相談者数：５社以上 

・実施方法：経営指導員等が巡回訪問や窓口談員の折りに個別支援（資産・知財・人材の

棚卸し） 

・支援体制：担当制による経営指導員等の伴走支援、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターと

連携 

・成果指標：相談件数、承継計画策定件数、承継後のフォローアップ件数 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・事業計画策定後のフォローアップは一部で実施しているものの、実施頻度・方法が統一されて 

おらず、担当者や時期により、訪問／面談回数が不定期で、「指導カルテ（指導内容）」の記録

様式・評価指標が未整備となっている。 

・フォロー結果やアンケート等の調査結果が支援内容に十分に反映されていない。 

・起業・創業、事業承継、新事業展開等事業計画の類型に応じた伴走メニューの体系化が未整備。 

・経営戦略・人材戦略・知的資産／知的財産・デジタル等に関する経営リテラシーの把握と段階

別支援が不十分。 

 課題： 

・「指導カルテ」のフォーマット（フォローアッププロセス・頻度、様式、ＫＰＩ、記録管理な

ど)整備。 

・面談・アンケート・業績指標等の調査データを分析し、支援内容へ反映するＰＤＣＡの確立。 

・起業・創業計画／事業承継計画／新事業展開計画に対応した類型別支援メニューの策定。 

・経営者の経営リテラシー水準を診断し、段階に応じた人材戦略・資金調達・投資戦略・デジタ

ル活用の支援の組み込み。 
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・進捗不良時の効果検証と事業計画見直し(第三者の視点導入含む)のルール化。 

(事業計画進捗率が予定より５０％以上遅延している場合は見直し等)  

 

（２）支援に対する考え方 

・経営の自走化を重視し、コーチング・伴走支援により経営者自身が課題と解決策を見出すプロセ

スを支援し、計画策定（Ｐ）→事業展開（Ｄ）→フォローアップ・伴走（Ｃ）→自走（Ａ）に導

く。現場の当事者意識醸成のため、経営者と従業員の協働を促す。 

・事業計画を策定した全小規模事業者を対象としつつ、進捗・リスク・リソース状況に応じて支 援

強度を最適化（重点対象には訪問・面談を高頻度化）。 

・進捗状況が芳しくない場合は、（ａ）目標・ＫＰＩ達成度の点検、（ｂ）ボトルネックの仮説検 

証、（ｃ）事業計画の効果・検証を実施し、必要に応じて事業計画の見直し案（目標・ＫＰＩ・

施策・体制・スケジュールの再設計）を提案する。外部有識者、滋賀県商工会連合会・他地区の

経営指導員等第三者の視点を投入する。 

・フォローアップでは、小規模事業者の経営リテラシー(経営戦略、人材戦略、知的資産・知的 財

産、デジタル情報等）の習得状況を把握し、段階に応じて人材戦略・資金調達・投資戦略・デジ

タル活用などの実装支援を行う（財務基礎→管理会計→ＫＰＩ設計、業務改善課題→デジタル化

検討→会計クラウド／ＥＣ／ＳＮＳ運用等の導入段階支援など)。  

・収集データの適正管理・秘密保持を徹底し、データに基づくＰＤＣＡで支援品質を継続的に改善

する。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

事業計画フォロー

アップ事業者数 
２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 ２５社 

創業計画フォロー

アップ事業者数 
３社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

頻度（延回数） １１４回 １４２回 １４２回 １４２回 １４２回 １４２回 

売上増加事業者数 ７社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

利益率３％以上 

増加の事業者数 
７社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 

（４）事業内容 

事業計画を策定した小規模事業者を対象として、経営指導員等が共通のフォローアップ項目を

もとに、策定した事業計画が着実に実行されているか、巡回訪問等にて定期的かつ継続的にフォ

ローアップ（進捗確認）を行い、段階に応じて実装支援する。 

その頻度については、事業計画策定及び創業計画策定３５社のうち、１２社は年間６回（創業・

承継後や経営革新の実行段階にあり、密接な伴走支援を必要とする事業者）、１２社は年間４回

（四半期ごとのモニタリングにより、計画と実績の差異を確認・修正する必要ある事業者）、１１

社は年間２回（経営リテラシーが高く、自律的にＰＤＣＡサイクルを回すことができる事業者）

とする。ただし、小規模事業者からの申出や、経営指導員等が状況により判断し、臨機応変に対

応する。 

創業計画策定後の支援については、実地ヒアリングによる顧客課題検証（事業計画及びビジネ

スモデルの実行）を支援し、安定操業につなげる。 

なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する場合には、滋

賀県商工会連合会・他地区の経営指導員等や外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズ

レの発生要因及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・展示会出展は、事前準備・展示会当日・事後まで実施しているが、事前準備における４Ｐ戦略

（商品ブラッシュアップ、価格設計、ＯtoＯ・オムニチャネル、販売促進）が不十分、事後フ

ォロー・フィードバックが不十分で成果が限定的。 

・地域内の小規模事業者はオンライン販路開拓に関心があるが、高齢化・ＩＴ知識不足・人材不 

足によりＤＸ推進が停滞。商圏は近隣に限定され、ＥＣ・ＳＮＳ・データ活用が未着手。 

 

 課題： 

・展示会・商談会等の出展を単発で終わらせず、事前・事後の商品戦略（ブラッシュアップ・改

良）、価格戦略、ＯtoＯ・オムニチャネル販路戦略及び顧客獲得計画の組み込みが必要。  

・地域産業ビジョンに沿った重点業種(食品加工、農業・６次化、地域資源×組み合わせ編集型

製造業など)の新商品開発・付加価値化の促進。 

・ＤＸ推進の理解促進とＯtoＯ実装支援(ＥＣ、ＳＮＳ、ＣＲＭ、データ分析など)の体系化。 

・知的財産の保護・活用に関する知識不足を解消し、ブランド戦略の強化。 

 

（２）支援に対する考え方 

・地域の重要課題を踏まえ、重点支援エリア・業種、対象者を設定：  

物価高騰、労働力不足、デジタル化の進展などの状況に対応し、野洲市商工業振興基本計画の

柱である「呼び込む力」、「つなげる力」、「生み出す力」に資する。（出展：野洲市商工業

振興基本計画より抜粋） 

・エリア：野洲市地域  

・業種：食品加工、農業・６次化、 

「野洲・上等・品質（仮）」（地域資源×組み合わせ編集型）製造業など 

・対象者：販路拡大意欲及びＤＸ・知財活用意欲が高い小規模事業者  

・販路開拓支援：県内外・大量消費地・オンライン商談等への出展等・参加を推進し、事前準備（商

品選定・価格戦略・販促資料）→出展中（陳列・プレゼン・商談）→事後（成約フォロー・顧

客管理）まで伴走。 

・ＤＸ推進：ＳＮＳ発信、ＥＣサイト開設・出店、顧客管理（ＣＲＭ）など課題解決の情報を提供。

必要に応じてＩＴ専門家派遣を実施。 

・知財活用：個別相談対応で、商標・意匠・著作権の保護とブランド戦略を普及。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

１０年度 
令和 

１１年度 
令和 

１２年度 

①展示会出展支援 

出展事業者数 
４社 ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 

成約件数（全社合計） ４件 ６件 ６件 ６件 ６件 ６件 

②イベント等出活用販

路開拓支援事業者数 
８社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

売上増加事業者数 ８社 １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

③知財個別相談会 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

商標・意匠等の登録 ― １社 １社 １社 １社 １社 

 

（４）事業内容 
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目的：地域資源を活かした商品・サービスの付加価値化と販路拡大を支援し、ビジネスモデル・４

Ｐ戦略の磨き上げとＤＸ・知財を組み合わせることで、持続的な需要創出と競争力強化を図る。 

 

① 展示会・商談会等出展支援  

課題：展示会出展の成果が限定的、商品改良・価格政策へのフィードバック不足、ＢtoＢtoＣ／

ＢtoＣオンライン販路未開拓 

手法： 

・事前準備：ターゲット市場分析、商品選定、ＢtoＢtoＣ価格戦略、ＢtoＢ／ＢtoＣ販促・提

案プレゼンテーション資料作成  

・出展中：陳列・プレゼンテーション・商談サポート、売り場提案、 

ＳＮＳでリアルタイム発信  

・事後フォロー：商談記録管理、受注対応、次回展示会戦略策定  

・オンライン販路：ＥＣサイト開設・出店、ＳＮＳ発信（広告運用）など 

 

② イベント等を活用した販路開拓支援  

課題：出店の成果が限定的、商品改良・価格政策へのフィードバック・他商品との差別化不足 

手法： 

・事前準備:ターゲット市場分析、商品選定、ＢtoＣ価格戦略、ＢtoＣ販促・提案プレゼンテ

ーション資料作成  

・出店中：陳列・プレゼン・ＰＲサポート、売り場提案、ＳＮＳでリアルタイム発信  

・事後フォロー：出店記録管理、商品の改良、次回出店戦略策定  

・デジタル化：ＳＮＳ発信（広告運用）など 

 

③ 知的財産の保護・活用 

課題：商標・意匠の登録、ブランド戦略の強化 

手法：一般社団法人滋賀県発明協会との連携による 

・知財個別相談会開催(商標・意匠・著作権の基礎、ブランド構築法)  

・個別相談対応(出願手続、費用試算、専門家紹介)  

・ブランド戦略策定支援(ネーミング、ロゴ、パッケージ)  

・知財活用事例共有(成功事例の紹介)  

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
 

９．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 現状： 

・経営発達支援事業の進捗確認について、外部有識者や市町村を交えた第三者視点の評価体制で

ある「事業評価委員会」を整備し、外部有識者(中小企業診断士)・法定経営指導員・野洲市（商

工観光課課長）を含む協議会体制にて運用している。しかしながら、評価指標の定量化が不十

分。 

・評価結果の公表は限定的で、地域事業者が常時閲覧できる仕組みが不十分。 

 課題： 

・ＫＰＩ・成果指標を用いた定量的評価の仕組みの構築。 

・毎年度１回評価・見直し、結果をＨＰ・会報で公開する体制の強化。 

・滋賀県商工会連合会との連携強化により、複数商工会・関係機関との情報共有・改善提案を組
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み込む。 

 

（２）事業内容 

①定量的把握 

・各事業の目標・ＫＰＩと達成度 

・ＫＰＩ設定 

事業計画策定件数（相談・補助金・創業・後継者）、販路開拓支援件数（展示商談会出展）、セ

ミナー参加者数（ＤＸ推進・創業）、個別相談件数（事業計画策定・事業承継・知財）、創業件

数・生存率・売上、承継後売上増加、ＥＣ導入件数（開設・出店）、オンライン売上比率・営

業利益増加など。 

 

②評価手法 

・「事業評価委員会」を設置し、構成員に外部有識者(中小企業診断士等)、法定経営指導員、野

洲市担当者を含める。 

・毎年度１回総合評価を実施。 

・評価は、前年度比較評価＋改善提案方式で、次年度支援計画に反映。 

 

③評価・見直しの頻度 

・毎年度 1回総合評価。 

・必要に応じて臨時協議会を開催し、地域の産業ビジョン（滋賀県産業振興ビジョン２０３０、

野洲市商工業振興基本計画）における重点課題(地域ブランド・販路開拓、創業・事業承継、

デジタル化推進（省力化・自動化）・知財活用、人材育成等)を議論。 

 

④ 結果の公表方法 

・評価結果は、当会理事会にて報告し承認を得て、総代会へ報告するとともに、野洲市商工会も

常時備え付けておくことで、地域小規模事業者が常時閲覧可能な状態を確保。 

・広域連携先(近隣商工会・関係機関)にも共有し、改善策を協働で検討。 

 

⑤広域的支援体制の活用 

・滋賀県商工会連合会と情報共有し、共通課題(販路開拓、創業・事業承継、ＤＸ・生産革新、

人材育成)に対する合同研修・専門家派遣を検討。 

・評価委員会で他の支援機関等の事例を取り入れ、地域間の成功事例を水平展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定経営指導員並びに野洲市地

域経済振興課が協同で企画立案 

事業評価委員会の開催 

 （年１回） 

事業評価委員会の結果を 

踏まえ事業の改善・見直し 

経営発達支援計画に 

基づき実行 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

現状： 

滋賀県商工会連合会が主催する研修会や中小企業大学校での研修により、支援に必要な基礎知

識を身につけている。全職員が一定時間以上の研修を受講し、日々の相談対応に活かしているほ

か、中小企業大学校が実施する研修会に職員を派遣し専門的知見の向上に取組んでいる。 

しかしながら、体系的な能力向上策は十分とはいえない。 

 

課題： 

研修により職員個々の支援能力は向上しているが、得た知識やノウハウが個人に留まっている。

習得内容を組織内で共有し蓄積できる仕組みを整え、組織全体として支援スキルを高める体制

の構築が必要。 

ＯＪＴや情報共有の仕組みを整備し、ノウハウの組織資産化が必要。 

小規模事業者が「やる価値を実感できる小さな成功体験」を積み重ねる支援を行い、経営リテラ

シー向上と自律的課題設定力の醸成に寄与する研修体系が必要。 

 

（２）事業内容 

目的： 

経営指導員等の支援能力を体系的に高め、ノウハウ共有とＯＪＴを通じて組織力を 強化する。

さらに、小規模事業者が成功体験を積み、自ら考えるプロセスを支援することで、経営リテラシ

ー向上に寄与する。 

・研修・ＯＪＴを通じ、小規模事業者の経営の自走化に向けたプロセスを支援。 

・財務・人材・知財・デジタル活用など、段階別に学習→実践→定着を促す。  

 

①滋賀県商工会連合会主催の職員研修等と中小企業大学校の計画的活用 

経営指導員等の支援能力の一層の向上のため、滋賀県商工会連合会が資質向上対策指針に基

づき開催する職員研修会(基本能力研修、経営革新支援研修(専門分野)、管理 職養成研修、ス

タッフ研修)に、職員の経験、職歴に応じて出席し、年間２０時間の受講を 実施。また高度専

門的な支援を実施するために、不足している支援能力を特定した上で、中小企業大学校が開催

する中小企業支援担当者研修会専門コースに職員を派遣する。 

・経営支援能力向上セミナー：中小企業庁や都道府県連合会主催研修へ計画的に派遣。 

・事業計画策定セミナー：中小企業大学校等で課題設定・計画策定力を習得。 

・ＤＸ推進伴走支援研修：滋賀県商工会連合会主催の研修にてＤＸ推進の伴走支援力を強

化。 

 

②ＯＪＴ制度（職場内研修)の実施  

支援経験年数により、経営指導員等の支援指導レベルは均一でないので、その支援指導レベル

を向上させるために、支援経験豊富な経営指導員と経営指導員等がそれぞれチームを組み、巡

回指導や窓口相談の機会を活用した職場内研修(ＯＪＴ)を積極的に実施する。 

成功事例を共有し、「やる価値が実感できる小さな成功体験」を積み重ねる支援を現場で実践。 

また相談内容によっては他の専門知識を有する経営指導員等を交えて協議、実施することで

組織全体として の支援能力の向上を図る。 

 

③支援ノウハウ共有の仕組み  

目的別「深堀分析」の支援成果については、滋賀県商工会連合会が定める「経営支援事例報告

書」に記録し「見える化」を図り、職員の異動などがあった場合においても事業者への支援が、
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引き続き行えるよう、組織内で事業者への適切な支援内容を共有することにより、小規模事業

者の利益の 確保に向けた支援に繋げる。 

当該報告書に記録する成果は、次のとおりとする。 

ア.利益の向上 イ.資金繰りの好転 ウ.需要(取引先)の拡大 エ.廃業・倒産の回避 

オ.その他企業の創業、持続、成長、再挑戦での成果 

 

④データーベース化  

担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者

の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル以上

の対応ができるようにする。 

・支援事例データを構築し、課題設定・解決プロセスを記録・共有。 

・各経営指導員等の職員間で、成功事例・失敗事例を分析し、改善策を組織で共有。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

①滋賀県及び野洲市との連携体制 

・当会、本市地域経済振興課が連携し、地域の実情を踏まえてた重要課題を設定するととも

に、本支援計画での支援方針を決定するため、協議を実施する。 

・また、滋賀県と事前に相談調整を行うことで、滋賀県の重要課題についても反映した支援

計画とする。 

 

②商工会の経営発達支援事業実施に係る体制 

・市内を、法定経営指導員１名と経営指導員４名と経営支援員４名の体制で巡回指導を行

う、小規模事業者ごとに、策定支援からフォローアップまで一体の支援体制を構築する。 

 

③定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・法定経営指導員１名、経営指導員４名、経営支援員４名の体制で、実施状況を定量的に把

握し効果測定を行う 

・上記で把握・検証した実施状況を当会と野洲市で協議・評価するとともに、次年度の支援

内容の検討を行う。また、必要に応じて変更申請を行い、支援計画に反映していく。 

 

④経営指導員等の資質向上に係る体制 

・当会職員向けの研修や勉強会により、ＤＸ化や生成ＡＩ、財務諸表の分析手法、経営戦略、

マーケティング、起業・創業、事業承継、価格転嫁など適宜専門知識の習得を図り、小規模

事業者の内発的動機づけを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：沢田 淳一 

■連絡先：野洲市商工会  TEL. 077-589-4880 

 

 
事務局長 

 

野洲市 

地域経済振興課 

 
法定経営指導員 １名 

経 営 指 導 員 ４名 

経 営 支 援 員 ４名 

滋賀県 
商工観光労働部 
中小企業支援課 

事前相談 

連絡調整 

連携 
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②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業

の評価・見直しをする際の必要な情報の提供を行う。 

 

③広域経営指導員の当否  
申請書に記載の経営指導員・沢田 淳一は、施行規則第７条第２項に規定する広域経営指

導員に該当しない。  

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

 〒520-2423 

滋賀県野洲市西河原 2400 

 野洲市商工会  TEL 077-589-4880 / FAX 077-589-5380 

 E-mail info@yasu-cci.or.jp 

   

②関係市町村  

  〒520-2395 

 滋賀県野洲市小篠原 2100-1 

野洲市役所 環境経済部 地域経済振興課  TEL 077-587-6008 / FAX 077-587-6960 

E-mail keizai@city.yasu.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 

必要な資金の額 ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００ ２，３００ 

 

 

1．地域の経済 

動向調査 

 

2．需要動向調査 

 

 

3．経営状況分析 

 

 

4．事業計画策定 

支援 

 

5．事業計画策定 

後実施支援 

 

6．新たな需要の 

開拓に寄与す 

る事業 

 

 

２００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１，０００ 

 

 

３００ 

 

 

 

６００ 

 

 

 

２００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１，０００ 

 

 

３００ 

 

 

 

６００ 

 

 

 

２００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１，０００ 

 

 

３００ 

 

 

 

６００ 

 

 

 

２００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１，０００ 

 

 

３００ 

 

 

 

６００ 

 

 

 

２００ 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

１，０００ 

 

 

３００ 

 

 

 

６００ 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費収入、滋賀県補助金、野洲市補助金、伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 


